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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部改正について 

（令和８年度当初予算：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金等） 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対

象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

第１編 共通事項 

 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

 一～七 （略）  

 八 「地域公共交通利便増進事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。 

  イ 活性化法第２７条の１４第１項に規定する地域公共交通利便増進実施

計画（以下「利便増進計画」という。）を策定するために必要な調査を行

う事業 

  ロ 利便増進計画（活性化法第２７条の１５の規定により大臣の認定を受

けたものに限る。第１２８条及び別表２６－１の利便増進計画策定事業

に係る補助対象経費の欄を除き、以下同じ。）に基づいて実施される利用

促進に係る事業及び当該計画の達成状況等の評価に係る事業 

 九～十二 （略） 

（協議会） 

第３条 前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。 

第１編 共通事項 

 

（定義等） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

 一～七 （略）  

 八 「地域公共交通利便増進事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。 

  イ 活性化法第２７条の１６第１項に規定する地域公共交通利便増進実施

計画（以下「利便増進計画」という。）を策定するために必要な調査を行

う事業 

  ロ 利便増進計画（活性化法第２７条の１７の規定により大臣の認定を受

けたものに限る。第１２８条及び別表２６－１の利便増進計画策定事業

に係る補助対象経費の欄を除き、以下同じ。）に基づいて実施される利用

促進に係る事業及び当該計画の達成状況等の評価に係る事業 

 九～十二 （略） 

（協議会） 

第３条 前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。 
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 一 関係する都道府県又は市区町村 

 二 関係する交通事業者又は交通施設管理者等 

 三 地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸

局等」という。）又は航空局 

 四 その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者

等協議会が必要と認める者 

２ 第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共

交通計画を作成する都道府県又は市町村が組織する活性化法第６条第１項に

規定する協議会（以下「活性化法法定協議会」という。）にあっては、地域間

幹線系統は地域間のみならず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内

フィーダー系統は地域間幹線系統と一体として地域の生活交通ネットワーク

を形成するものであることから、これらを踏まえ、的確かつ効果的な計画の策

定が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村がともに参加すること。 

３ 第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通

確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含

む。）を策定する協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるととも

に生活交通であることから関係する都道府県及び市町村がともに参加するこ

と。 

４ 地方運輸局等及び航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助

言等を行う。 

５ 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果

について地方運輸局又は航空局の長に報告しなければならない。 

 

 

第２編 地域公共交通確保維持事業 

 

 一 関係する都道府県又は市区町村 

 二 関係する交通事業者又は交通施設管理者等 

 三 地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸

局等」という。）又は地方航空局 

 四 その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者

等協議会が必要と認める者 

２ 第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共

交通計画を作成する都道府県又は市町村が組織する活性化法第６条第１項に

規定する協議会（以下「活性化法法定協議会」という。）にあっては、地域間

幹線系統は地域間のみならず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フ

ィーダー系統は地域間幹線系統と一体として地域の生活交通ネットワークを

形成するものであることから、これらを踏まえ、的確かつ効果的な計画の策定

が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村がともに参加すること。 

３ 第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通

確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画を含

む。）を策定する協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるととも

に生活交通であることから関係する都道府県及び市町村がともに参加するこ

と。 

４ 地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要

な助言等を行う。 

５ 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果

について地方運輸局又は地方航空局の長に報告しなければならない。 

 

 

第２編 地域公共交通確保維持事業 
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第１章 陸上交通 

 

第２節 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 

 

（地域公共交通計画） 

第１７条 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業

（以下この条において単に「地域公共交通確保維持事業」という。）を行う場

合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計画期間内における次に

掲げる事項について具体的に記載するものとする。ただし、次条において準用

する第８条第１項の認定の申請に必要な地域公共交通計画の計画期間が、補

助対象期間に満たない場合について、その満たない計画期間が６月以下であ

る場合には、合理的理由があると認められるときは、当該地域公共交通計画の

計画期間内とみなす。 

 一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域

の公共交通における位置付け・役割 

 二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

 三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る

事業及び実施主体の概要 

 四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者

の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目

標・効果及びその評価手法 

２ 前項の地域公共交通計画には、次に掲げる事項について具体的に記載した

書類を添付するものとする。 

 一 地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細 

 二 前項第一号の運行系統の概要及び運送予定者 

 三 前項第一号の運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団

第１章 陸上交通 

 

第２節 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金 

 

（地域公共交通計画） 

第１７条 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業

（以下この条において単に「地域公共交通確保維持事業」という。）を行う場

合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計画期間内における次に

掲げる事項について具体的に記載するものとする。ただし、次条において準用

する第８条第１項の認定の申請に必要な地域公共交通計画の計画期間が、補

助対象期間に満たない場合について、その満たない計画期間が６月以下であ

る場合には、合理的理由があると認められるときは、当該地域公共交通計画の

計画期間内とみなす。 

 一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域

の公共交通における位置付け・役割 

 二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

 三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る

事業及び実施主体の概要 

 四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者

の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目

標・効果及びその評価手法 

２ 前項の地域公共交通計画には、次に掲げる事項について具体的に記載した

書類を添付するものとする。 

 一 地域公共交通確保維持事業の内容及び実施主体に関する詳細 

 二 前項第一号の運行系統の概要及び運送予定者 

 三 前項第一号の運行系統の利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団
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体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法 

 四 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

五 補助対象系統の利用状況を改善させる取組（取組内容、実施主体、効果目

標及びその他特記事項） 

３ （略） 

４ 第２項第五号の規定により添付する取組には、補助対象期間の前々補助対

象期間において実施した取組の結果を、前々補助対象期間終了後の達成状況

の評価・分析を踏まえて、適切に反映させるものとする。 

 

 

第２節の２ エリア一括協定運行事業 

 

（補助対象事業の基準等） 

第１８条の５ 本節における補助対象事業について、その補助対象経費は、利便

増進計画に定める事項としてエリア一括協定運行事業に係る協定に記載され

た交通サービス購入費とし、その補助金交付額は、補助対象事業の実施期間を

通じた補助金交付額総額に相当する額として、別表１０の２に定める要件に

適合する運行系統に係る運行であって、別表１０の３に定めるところにより

算定された額とする。 

２ 本節による補助対象期間が開始する前々補助対象期間において第１節又は

第２節による補助金の交付を受けていた運行系統（前々補助対象期間におい

て第２節による補助金の交付を受けていなかった運行系統であって、利便増

進計画の策定により第１６条第２項の適用を受けて新たに補助対象系統とな

る運行系統を含む。以下この条において同じ。）について、その運行区間の一

部のみを本節によるエリア一括協定運行事業の補助対象系統とする場合に

は、その余の運行区間については、毎年度、別表１０の３に定めるところによ

体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法・測定方法 

 四 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 

 

３ （略） 

 

 

 

 

 

第２節の２ エリア一括協定運行事業 

 

（補助対象事業の基準等） 

第１８条の５ 本節における補助対象事業について、その補助対象経費は、利便

増進計画に定める事項としてエリア一括協定運行事業に係る協定に記載され

た交通サービス購入費とし、その補助金交付額は、補助対象事業の実施期間を

通じた補助金交付額総額に相当する額として、別表１０の２に定める要件に

適合する運行系統に係る運行であって、別表１０の３に定めるところにより

算定された額とする。 

２ 本節による補助対象期間が開始する前々補助対象期間において第１節又は

第２節による補助金の交付を受けていた運行系統について、その運行区間の

一部のみを本節によるエリア一括協定運行事業の補助対象系統とする場合に

は、その余の運行区間については、毎年度、別表１０の３に定めるところによ

り各運行区間の距離その他の事項に基づき按分して算定し、第１節又は第２

節の補助金交付額としてそれぞれ同節の補助金の交付を受けることができる

ものとする。 
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り各運行区間の距離その他の事項に基づき按分して算定し、第１節又は第２

節の補助金交付額としてそれぞれ同節の補助金の交付を受けることができる

ものとする。 

３ 本節による補助対象期間が開始する前々補助対象期間において第１節又は

第２節による補助金の交付を受けていた運行系統について、本節による異な

る複数のエリア一括協定運行事業の補助対象系統としてその運行区間を分割

する場合には、別表１０の３に定めるところにより各運行区間の距離その他

の事項に基づき按分して算定し、それぞれ第１項の規定を適用する。 

４及び５ （略） 

第２章 離島航路 

 

第１節 総則 

 

（定義） 

第２６条 この章において「離島航路」とは、本土（本州、北海道、四国、九州

及び沖縄をいう。）と離島（本土に附属する島をいう。）とを連絡する航路、

離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船

舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をい

う。 

２ この章において「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法（昭和

２４年法律第１８７号）第２条第４項に規定する旅客定期航路事業で同法の

適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者を

いう。 

３ 前項の規定にかかわらず、第２９条の事業の対象となっている離島航路に

おいて、利便増進計画に基づき、旅客定期航路事業から海上運送法第２条７項

に規定する貨客定期航路事業又は同法第２条第９項に規定する一般不定期航

 

 

 

３ 本節による補助対象期間が開始する前々補助対象期間において第１節又は

第２節による補助金の交付を受けていた運行系統について、本節による異な

る複数のエリア一括協定運行事業の補助対象系統としてその運行区間を分割

する場合には、別表１０の３に定めるところにより各運行区間の距離その他

の事項に基づき按分して算定し、それぞれ第１項の規定を適用する。 

４及び５ （略） 

第２章 離島航路 

 

第１節 総則 

 

（定義） 

第２６条 この章において「離島航路」とは、本土（本州、北海道、四国、九州

及び沖縄をいう。）と離島（本土に附属する島をいう。）とを連絡する航路、

離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船

舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をい

う。 

２ この章において「離島航路事業」とは、離島航路における海上運送法（昭和

２４年法律第１８７号）第２条第４項に規定する旅客定期航路事業で同法の

適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者を

いう。 

３ 前項の規定にかかわらず、第２９条の事業の対象となっている離島航路に

おいて、利便増進計画又は運送継続計画に基づき、旅客定期航路事業から海上

運送法第２条７項に規定する貨客定期航路事業又は同法第２条第９項に規定
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路事業に転換した場合については、これらの事業を離島航路事業とみなす。 

 

 

 

 

 

 

第３編 地域公共交通バリア解消促進等事業 

 

第３章 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

 

（補助対象事業等） 

第９８条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として

大臣が認める経費（以下この章において「補助対象経費」という。）について、

予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。 

２ 本章における補助対象事業は、補助対象事業者が行う安全性の向上に資す

る次の各号に掲げる設備の整備等とする。ただし、第八号に掲げる設備以外の

設備の整備等については、鉄道事業再構築実施計画（活性化法第２３条第１項

に掲げる計画であって、同法第２４条第２項の規定により大臣の認定を受けた

ものにかぎる。以下「再構築計画」という。）に基づき行われる場合を除き、

当該設備の修繕を行う場合に限る（補助対象事業者が第３項の鉄軌道事業者に

車両を貸与する場合は、車両の導入に限る。）。 

 一～九 （略） 

３ （略） 

 

 

する一般不定期航路事業に転換した場合については、これらの事業を離島航

路事業とみなす。 

 

 

 

 

 

第３編 地域公共交通バリア解消促進等事業 

 

第３章 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業 

 

（補助対象事業等） 

第９８条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として

大臣が認める経費（以下この章において「補助対象経費」という。）について、

予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。 

２ 本章における補助対象事業は、補助対象事業者が行う安全性の向上に資す

る次の各号に掲げる設備の整備等とする。ただし、第八号に掲げる設備以外の

設備の整備等については、鉄道事業再構築実施計画（活性化法第２３条第１項

に掲げる計画であって、同法第２４条第３項の規定により大臣の認定を受けた

ものにかぎる。以下「再構築計画」という。）に基づき行われる場合を除き、

当該設備の修繕を行う場合に限る（補助対象事業者が第３項の鉄軌道事業者に

車両を貸与する場合は、車両の導入に限る。）。 

 一～九 （略） 

３ （略） 
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（東日本大震災の被災地域における地域間幹線系統に係る地域公共交通確保維

持事業の特例） 

第４条 大臣は、令和１２年度までの間に限り、東日本大震災（平成２３年３月

１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故に

よる災害（以下「原子力災害」という。）をいう。以下同じ。）により直接的に

甚大な被害を受け、当該地域に係る地域間幹線系統の確保維持が特に必要であ

って、地方運輸局長が指定する市町村（以下「東日本大震災指定被災市町村」と

いう。）又は別表２７に掲げる福島県における原子力災害による避難指示・解除

区域市町村（以下「福島１２市町村」という。）への需要に対応して運行される

地域間幹線系統に係る地域公共交通確保維持事業（以下「被災地域地域間幹線系

統確保維持事業」という。）を行う場合においては、第２編第１章の規定（第２

節を除く。）にかかわらず、この条から附則第１５条までに定めるところによ

り、予算の範囲内において補助対象事業者に補助金を交付することができるも

のとする。 

 

（略） 

 

（福島１２市町村における車両の取得に対する補助の特例） 

第１５条の２ 大臣は、令和１２年度までの間に限り、福島１２市町村への需要

に応じた運行系統の運行に必要な車両の取得であって附則第１５条の４の補助

対象事業（以下「福島１２市町村車両取得事業」という。）に対し、第２編第１

章第３節の規定にかかわらず、この条から附則１５条の９までに定めるところ

により、予算の範囲内において、補助対象経費の１／２に相当する額以内の額

を、補助対象事業者に対し交付することができる。 

 

（略） 

（東日本大震災の被災地域における地域間幹線系統に係る地域公共交通確保維

持事業の特例） 

第４条 大臣は、令和７年度までの間に限り、東日本大震災（平成２３年３月１

１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故によ

る災害（以下「原子力災害」という。）をいう。以下同じ。）により直接的に甚

大な被害を受け、当該地域に係る地域間幹線系統の確保維持が特に必要であっ

て、地方運輸局長が指定する市町村（以下「東日本大震災指定被災市町村」とい

う。）又は別表２７に掲げる福島県における原子力災害による避難指示・解除区

域市町村（以下「福島１２市町村」という。）への需要に対応して運行される地

域間幹線系統に係る地域公共交通確保維持事業（以下「被災地域地域間幹線系統

確保維持事業」という。）を行う場合においては、第２編第１章の規定（第２節

を除く。）にかかわらず、この条から附則第１５条までに定めるところにより、

予算の範囲内において補助対象事業者に補助金を交付することができるものと

する。 

 

（略） 

 

（福島１２市町村における車両の取得に対する補助の特例） 

第１５条の２ 大臣は、令和７年度までの間に限り、福島１２市町村への需要に

応じた運行系統の運行に必要な車両の取得であって附則第１５条の４の補助対

象事業（以下「福島１２市町村車両取得事業」という。）に対し、第２編第１章

第３節の規定にかかわらず、この条から附則１５条の９までに定めるところに

より、予算の範囲内において、補助対象経費の１／２に相当する額以内の額を、

補助対象事業者に対し交付することができる。 

 

（略） 
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（東日本大震災の被災地域における地域公共交通調査事業の特例） 

第１７条 大臣は、令和１２年度までの間に限り、東日本大震災により直接的に

甚大な被害を受け、生活交通の確保維持のための対策が特に必要として、地方運

輸局長が特に指定した市町村（以下「特定被災市町村」という。）において、生

活交通の確保維持のための調査（以下「特定被災地域公共交通調査事業」とい

う。）を行う場合においては、第４編の規定にかかわらず、この条から附則第２

０条までに定めるところにより、調査の実施に必要な経費のうち、補助金交付の

対象として大臣が認める経費（以下附則第１９条において「補助対象経費」とい

う。）について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（東日本大震災の被災地域における地域公共交通調査事業の特例） 

第１７条 大臣は、令和７年度までの間に限り、東日本大震災により直接的に甚

大な被害を受け、生活交通の確保維持のための対策が特に必要として、地方運輸

局長が特に指定した市町村（以下「特定被災市町村」という。）において、生活

交通の確保維持のための調査（以下「特定被災地域公共交通調査事業」という。）

を行う場合においては、第４編の規定にかかわらず、この条から附則第２０条ま

でに定めるところにより、調査の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象と

して大臣が認める経費（以下附則第１９条において「補助対象経費」という。）

について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。 
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附  則（「国総地第２０３号、国鉄都第８８号、国鉄事第５８０号、国自旅第

１６７号、国自技環第１８６号、国海内第１７９号、国空事第１１０５号」「国

総地第１号、国鉄都第８号、国鉄事第２９号、国自旅第１号、国自技環第１号、

国海内第２号、国空事第３号」） 

第１条 この要綱の改正は、令和７年度第一次補正予算から施行する。 

 

（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 

第２条 大臣は、令和７年度第一次補正予算及び令和８年度予算に限り、全国各

地の「交通空白」の早期解消に向けた地域の取組の立ち上げ支援や地域の多様な

関係者の連携・協働や複数の主体による共同化・協業化を通じた運送サービスの

提供、地方公共団体におけるモビリティデータを活用できる人材・組織の育成及

び組織として効率的な地域交通への見直しを含む企画・立案や地域の関係者と

の調整を進める体制の整備、事業者・事業種の連携・協働により、デジタル技術

を活用した高度サービスの実装の取組（以下「「交通空白」解消等リ・デザイン

全面展開プロジェクト」という。）を行う者に対し、この条から附則第５条まで

に定めるところにより、予算の範囲内において当該事業を行う者（以下この条か

ら附則第５条までにおいて、「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付

する。 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第６条 大臣は、令和７年度第一次補正予算及び令和８年度予算に限り、附則別

表２及び附則別表３、附則別表４に掲げる地域公共交通事業者が交通ＤＸ・ＧＸ

による地域交通の経営改善支援事業等（以下「交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支

援事業等」という。）を行う場合においては、この条から附則第２５条までに定

めるところにより、予算の範囲内において当該事業を行う者（以下この条から附

則第２５条までにおいて「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 

附  則（国総地第２０３号、国鉄都第８８号、国鉄事第５８０号、国自旅第１

６７号、国自技環第１８６号、国海内第１７９号、国空事第１１０５号） 

 

 

第１条 この要綱の改正は、令和７年度第一次補正予算から施行する。 

 

（「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト） 

第２条 大臣は、令和７年度第一次補正予算に限り、全国各地の「交通空白」の

早期解消に向けた地域の取組の立ち上げ支援や地域の多様な関係者の連携・協

働や複数の主体による共同化・協業化を通じた運送サービスの提供、地方公共団

体におけるモビリティデータを活用できる人材・組織の育成及び組織として効

率的な地域交通への見直しを含む企画・立案や地域の関係者との調整を進める

体制の整備、事業者・事業種の連携・協働により、デジタル技術を活用した高度

サービスの実装の取組（以下「「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジ

ェクト」という。）を行う者に対し、この条から附則第５条までに定めるところ

により、予算の範囲内において当該事業を行う者（以下この条から附則第５条ま

でにおいて、「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 

 

 

（交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等） 

第６条 大臣は、令和７年度第一次補正予算に限り、附則別表２及び附則別表

３、附則別表４に掲げる地域公共交通事業者が交通ＤＸ・ＧＸによる地域交通の

経営改善支援事業等（以下「交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等」とい

う。）を行う場合においては、この条から附則第２５条までに定めるところによ

り、予算の範囲内において当該事業を行う者（以下この条から附則第２５条まで

において「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 
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（自動運転社会実装推進事業） 

第２６条 国土交通大臣は、令和７年度第一次補正予算及び令和８年度予算に

限り、交通ＤＸ・ＧＸによる経営改善支援事業等のうち自動運転による地域公共

交通実証調査事業（以下「自動運転社会実装推進事業」という。）を行う者（以

下この条から附則第２８条までにおいて「補助対象事業者」という。）に対し予

算の範囲内において補助金を交付する。 

 

 

附則（国総地第１号） 

第１条 この要綱の改正は、令和８年度予算から施行する。 

 

（施行の特例） 

第２条 前条の規定にかかわらず、第１７条第２項第五号の規定は、第１８条の

規定により準用する第８条第２項の規定に基づき令和９年６月末日までに国

土交通大臣に提出する地域公共交通計画から適用する。 

２ 第１７条第４項の規定は、第１８条の規定により準用する第８条第２項の

規定に基づき令和１１年６月末日までに国土交通大臣に提出する地域公共交

通計画から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動運転社会実装推進事業） 

第２６条 国土交通大臣は、令和７年度第一次補正予算に限り、交通ＤＸ・ＧＸ

による経営改善支援事業等のうち自動運転による地域公共交通実証調査事業

（以下「自動運転社会実装推進事業」という。）を行う者（以下この条から附則

第２８条までにおいて「補助対象事業者」という。）に対し予算の範囲内におい

て補助金を交付する。 
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別表１０の２（第１８条の５関連） 

補助対象

事業者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助率 

活性化法

法定協議

会 

交通サー

ビス購入

費（利便

増進計画

に定める

事項とし

てエリア

一括協定

運行事業

に係る協

定に記載

された、

エリア一

括協定運

行事業の

実施期間

における

運送実施

者による

交通サー

ビスの提

供の対価

利便増進計画に定める事項

としてエリア一括協定運行

事業に係る協定に記載され

た運行系統であって、都道

府県又は市町村が定めた地

域公共交通計画に記載され

たものの運行のうち、次の

イからニまでの全てに適合

するもの。 

イ 乗合バス事業者又は道

路運送法第７８条第二号

に定める自家用有償旅客

運送を行う者であって、

利便増進計画に記載され

ている運送実施者による

運行であること。 

ロ 道路運送法施行規則第

３条の３に規定する路線

定期運行、路線不定期運

行若しくは区域運行又は

同規則第４９条第一号に

定める交通空白地有償運

定 額

（補助

対象事

業の実

施期間

を通じ

た補助

金交付

額総額

に相当

する額

と し

て、別

表１０

の３に

定める

ところ

により

算出さ

れ る

額） 

 

別表１０の２（第１８条の５関連） 

補助対象

事業者 

補助対象

経費 

補助対象事業の基準 補助率 

活性化法

法定協議

会 

交通サー

ビス購入

費（利便

増進計画

に定める

事項とし

てエリア

一括協定

運行事業

に係る協

定に記載

された、

エリア一

括協定運

行事業の

実施期間

における

運送実施

者による

交通サー

ビスの提

供の対価

利便増進計画に定める事項

としてエリア一括協定運行

事業に係る協定に記載され

た運行系統であって、都道

府県又は市町村が定めた地

域公共交通計画に記載され

たものの運行のうち、次の

イからニまでの全てに適合

するもの。 

イ 乗合バス事業者又は道

路運送法第７８条第二号

に定める自家用有償旅客

運送を行う者であって、

利便増進計画に記載され

ている運送実施者による

運行であること。 

ロ 道路運送法施行規則第

３条の３に規定する路線

定期運行、路線不定期運

行若しくは区域運行又は

同規則第４９条第一号に

定める交通空白地有償運

定 額

（補助

対象事

業の実

施期間

を通じ

た補助

金交付

額総額

に相当

する額

と し

て、別

表１０

の３に

定める

ところ

により

算出さ

れ る

額） 
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として地

方公共団

体が支払

う費用で

あって、

エリア一

括協定運

行事業の

運行系統

に つ い

て、その

欠損額の

合計を基

礎 と し

て、地方

公共団体

と運送実

施者との

間で取り

決められ

た額をい

う。） 

送（「交通空白地有償運送

の登録に関する処理方針

について」（令和２年１１

月２７日付け国自旅第３

１６号）１に定める「交通

空白地有償運送」をい

う。」であって乗合旅客の

運送に係るものであるこ

と。 

ハ 本節による補助対象期

間が開始する前々補助対

象期間において、第２編

第１章第１節又は第２節

の補助金の交付を受けて

いた運行系統（前々補助

対象期間において第２節

による補助金の交付を受

けていなかった運行系統

であって、利便増進計画

の策定により第１６条第

２項の適用を受けて新た

に補助対象系統となる運

行系統を含む。）の運行

（本節における補助対象

期間の初日の前日まで継

続する見込みのあるもの

として地

方公共団

体が支払

う費用で

あって、

エリア一

括協定運

行事業の

運行系統

に つ い

て、その

欠損額の

合計を基

礎 と し

て、地方

公共団体

と運送実

施者との

間で取り

決められ

た額をい

う。） 

送（「交通空白地有償運送

の登録に関する処理方針

について」（令和２年１１

月２７日付け国自旅第３

１６号）１に定める「交通

空白地有償運送」をい

う。」であって乗合旅客の

運送に係るものであるこ

と。 

ハ 本節による補助対象期

間が開始する前々補助対

象期間において、第２編

第１章第１節又は第２節

の補助金の交付を受けて

いた運行系統の運行（本

節における補助対象期間

の初日の前日まで継続す

る見込みのあるものに限

る。）を含む運行であるこ

と。 
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に限る。）を含む運行であ

ること。 

ニ ハの運行系統の運行

が、本節における補助対

象事業の実施期間中にお

いても補助対象期間の末

日まで継続し、引き続き

第６条又は第１６条の基

準を満たす見込みのある

運行であること。 

（注） 

１．本節における補助対象事業の実施期間中におけるニの運行系統の運行は、本

節による補助対象期間が開始する前々補助対象期間におけるハの運行系統の

運行と全く同一の内容であることを求めるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ ハの運行系統の運行

が、本節における補助対

象事業の実施期間中にお

いても補助対象期間の末

日まで継続し、引き続き

第６条又は第１６条の基

準を満たす見込みのある

運行であること。 

（注） 

１．本節における補助対象事業の実施期間中におけるニの運行系統の運行は、本

節による補助対象期間が開始する前々補助対象期間におけるハの運行系統の

運行と全く同一の内容であることを求めるものではない。 
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別表１０の３（第１８条の５関連） 

エリア一括協定運行事業（交付額の算出方法） 

交付額の算出方法 

（交付額の算出方法） 

１．交付する額は、補助対象事業の実施期間を通じた補助金交

付額総額に相当する額として、エリア一括協定運行事業に係

る運行系統のうち、本節による補助金の交付を受けようとす

る補助対象期間が開始する前々補助対象期間において第２

編第１章第１節又は第２節の補助金の交付を受けた運行系

統（前々補助対象期間において第２節による補助金の交付を

受けていなかった運行系統であって、利便増進計画の策定に

より第１６条第２項の適用を受けて新たに補助対象系統と

なる運行系統を含む。以下「前々期間補助系統」という。）

について、地域公共交通利便増進実施計画の認定を受けた場

合に算出される交付見込額（以下この別表において「単年度

交付額」という。）の合計額に、補助対象期間の年数を乗じ

た額（以下この別表において「実施期間交付額総額」という。）

とする。 

 

２．補助金の交付は、補助対象期間の初年度から最終年度まで

の単年度ごとに行うものとし、単年度ごとに交付する補助金

の額は、実施期間交付額総額を補助対象期間の年数で除した

額とする。 

 

（１８条の５第２項の規定による地域間幹線系統補助等の交

付額の算出方法） 

別表１０の３（第１８条の５関連） 

エリア一括協定運行事業（交付額の算出方法） 

交付額の算出方法 

（交付額の算出方法） 

１．交付する額は、補助対象事業の実施期間を通じた補助金交

付額総額に相当する額として、エリア一括協定運行事業に係

る運行系統のうち、本節による補助金の交付を受けようとす

る補助対象期間が開始する前々補助対象期間において第２

編第１章第１節又は第２節の補助金の交付を受けた運行系

統（以下「前々期間補助系統」という。）について、地域公

共交通利便増進実施計画の認定を受けた場合に算出される

交付見込額（以下この別表において「単年度交付額」という。）

の合計額に、補助対象期間の年数を乗じた額（以下この別表

において「実施期間交付額総額」という。）とする。 

 

 

 

 

 

２．補助金の交付は、補助対象期間の初年度から最終年度まで

の単年度ごとに行うものとし、単年度ごとに交付する補助金

の額は、実施期間交付額総額を補助対象期間の年数で除した

額とする。 

 

（１８条の５第２項の規定による地域間幹線系統補助等の交

付額の算出方法） 
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３．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第２項の規定によ

りエリア一括協定運行事業の補助対象系統とならない運行

区間については、毎年度、当該前々期間補助系統の全部の運

行区間をエリア一括協定運行事業の実施がなかったものと

して第１節又は第２節の補助金としてそれぞれ同節に定め

るところにより算定した補助金交付額 に、当該全部の運行

区間のうちエリア一括協定運行事業の補助対象系統となら

ない運行区間の占める割合を乗じた額を第１節又は第２節

の補助金交付額とし、これを一の前々期間補助系統ごとに算

定する。この場合において、１．の単年度交付額については、

当該単年度交付額から、当該補助金交付額の合計額に相当す

る額を減額するものとする。 

 

（１８条の５第３項の規定による分割した運行区間の交付額

の算出方法） 

４．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第３項の規定によ

り異なる複数のエリア一括協定運行事業の補助対象系統に

分割する運行区間については、当該前々期間補助系統の全部

の運行区間をエリア一括協定運行事業の実施がなかったも

のとして第１節又は第２節の補助金としてそれぞれ同節に

定めるところにより算定した補助金交付額に、当該全部の運

行区間のうち異なる複数のエリア一括協定運行事業の補助

対象系統に分割する各運行区間の占める割合を乗じた額を、

それぞれ異なる複数のエリア一括協定運行事業の単年度交

付額の一部として算入し、これを一の前々期間補助系統ごと

に算定する。 

３．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第２項の規定によ

りエリア一括協定運行事業の補助対象系統とならない運行

区間については、毎年度、当該前々期間補助系統の全部の運

行区間をエリア一括協定運行事業の実施がなかったものと

して第１節又は第２節の補助金としてそれぞれ同節に定め

るところにより算定した補助金交付額 に、当該全部の運行

区間のうちエリア一括協定運行事業の補助対象系統となら

ない運行区間の占める割合を乗じた額を第１節又は第２節

の補助金交付額とし、これを一の前々期間補助系統ごとに算

定する。この場合において、１．の単年度交付額については、

当該単年度交付額から、当該補助金交付額の合計額に相当す

る額を減額するものとする。 

 

（１８条の５第３項の規定による分割した運行区間の交付額

の算出方法） 

４．前々期間補助系統のうち、第１８条の５第３項の規定によ

り異なる複数のエリア一括協定運行事業の補助対象系統に

分割する運行区間については、当該前々期間補助系統の全部

の運行区間をエリア一括協定運行事業の実施がなかったも

のとして第１節又は第２節の補助金としてそれぞれ同節に

定めるところにより算定した補助金交付額に、当該全部の運

行区間のうち異なる複数のエリア一括協定運行事業の補助

対象系統に分割する各運行区間の占める割合を乗じた額を、

それぞれ異なる複数のエリア一括協定運行事業の単年度交

付額の一部として算入し、これを一の前々期間補助系統ごと

に算定する。 
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（注） 

１．「運行区間の占める割合」については、運行区間の距離のほか、各運行区間

の利用者の数など、合意して定める事項に基づく割合とすることを妨げるも

のではない。 

 

 

（注） 

１．「運行区間の占める割合」については、運行区間の距離のほか、各運行区間

の利用者の数など、合意して定める事項に基づく割合とすることを妨げるも

のではない。 

 

 


